
意 向 確 認 型 指 名 競 争 入 札 実 施 要 綱  

（ 趣 旨 ）  

第 １ 条  こ の 要 綱 は ， 上 下 水 道 局 が 発 注 す る 建 設 工 事 の 請 負 契 約 に  

係 る 意 向 確 認 型 指 名 競 争 入 札 （ 以 下 「 意 向 確 認 型 指 名 競 争 入 札 」  

と い う 。 ） の 実 施 に 関 し ， 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。  

（ 対 象 と す る 工 事 ）  

第 ２ 条  意 向 確 認 型 指 名 競 争 入 札 の 実 施 の 対 象 と す る 工 事 は ， 建 設  

業 法 （ 昭 和 ２ ４ 年 法 律 第 １ ０ ０ 号 ） 第 ２ 条 第 １ 項 に 定 め る 建 設 工  

事 の う ち ， 原 則 と し て ， 設 計 金 額 が １ 億 ５ 千 万 円 以 上 ５ 億 円 未 満  

の 建 築 一 式 工 事 及 び 土 木 一 式 工 事 と す る 。  

（ 意 向 確 認 型 指 名 競 争 入 札 の 参 加 者 の 選 定 ）  

第 ３ 条  意 向 確 認 型 指 名 競 争 入 札 の 参 加 者 は ， 建 設 業 法 第 ２ ７ 条 の  

２ ３ の 規 定 に よ る 経 営 事 項 審 査 を 受 け ， 伊 丹 市 水 道 事 業 ， 工 業 用  

水 道 事 業 及 び 下 水 道 事 業 契 約 に 関 す る 規 程 （ 昭 和 ６ ２ 年 水 管 規 程  

第 ３ 号 ） に お い て 準 用 す る 伊 丹 市 契 約 に 関 す る 規 則 （ 平 成 ３ 年 伊  

丹 市 規 則 第 ３ ７ 号 ） 第 １ ４ 条 に 定 め る 指 名 競 争 入 札 参 加 資 格 の 認  

定 を 受 け て い る 者 の 中 か ら ， 伊 丹 市 上 下 水 道 局 入 札 参 加 者 等 審 査  

委 員 会 に 関 す る 規 程 （ 昭 和 ４ ６ 年 水 管 規 程 第 １ 号 ） に 基 づ い て 設  

置 さ れ た 入 札 参 加 者 等 審 査 委 員 会 が ， 対 象 と な る 工 事 の 規 模 ， 内  

容 等 を 考 慮 し て 審 査 し ， そ の 審 査 結 果 に 基 づ い て 管 理 者 が 選 定 す  

る も の と す る 。  

２  前 項 の 場 合 に お い て ， 選 定 す る 参 加 者 の 定 数 は ２ ０ と す る 。 た  

だ し ， 審 査 の 結 果 ， 選 定 す る 参 加 者 が ２ ０ に 満 た な い 場 合 は ， こ  

の 限 り で な い 。   

 （ 意 向 確 認 ）  

第 ４ 条  管 理 者 は ， 選 定 さ れ た 参 加 者 に 対 し ， 当 該 入 札 に 参 加 す る  

意 向 の 有 無 を ， 文 書 に よ っ て 確 認 す る も の と す る 。  

（ 指 名 通 知 ）  

第 ５ 条  意 向 確 認 型 指 名 競 争 入 札 の 指 名 は ， 前 条 に 定 め る 意 向 確 認  

に 対 し ， 入 札 に 参 加 す る 意 向 を 文 書 に よ っ て 表 明 し た 者 に 対 し 行  



う も の と す る 。 た だ し ， そ の 者 の 数 が ２ に 満 た な い 場 合 に お い て  

は ， 当 該 意 向 確 認 型 指 名 競 争 入 札 は 実 施 し な い 。  

（ 補 則 ）  

第 ６ 条  こ の 要 綱 に 定 め る も の の ほ か ， こ の 要 綱 の 実 施 に 関 し 必 要  

な 事 項 は ， 管 理 者 が 別 に 定 め る 。  

付  則  

 こ の 要 綱 は ， 平 成 １ ０ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

   付  則  

 こ の 要 綱 は ， 平 成 １ ５ 年 ４ 月 ２ ５ 日 か ら 施 行 す る 。  

   付  則  

 こ の 要 綱 は ， 平 成 ２ ６ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

   付  則  

 こ の 要 綱 は ， 平 成 ２ ７ 年 ３ 月 １ ３ 日 か ら 施 行 す る 。  

 


